
栗東市総合計画策定委員会規程（案） 

 （設置） 

第１条 本市総合計画（国土利用計画を含む）を策定するため、栗東市総合計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 （掌握事項） 

第２条 委員会の掌握事項は、次の事項について調査、研究、企画立案を行う。 

 （1）基本構想に関する事項 

 （2）基本計画に関する事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副市長をもって充てる。 

３ 副委員長は、市民政策部政策監をもって充てる。 

４ 委員は、その他の部長職及び部長相当職位にある者をもって充てる。 

５ 市長及び教育長は、必要に応じて委員会に出席することができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故あるときはその職位を代理する。 

 （会議の開催） 

第５条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、説明又は意見を聴くため、関係職員に委員会への出席を

求めることができる。 

（幹事） 

第６条 委員会の補助機関として、委員会に付すべき事項の調整、その他委員会の掌握する事項に関

する必要な調査、検討及び委員会の結果による案件の処理を行うため、必要に応じて幹事会を置く

ことができる。 

２ 幹事会は、委員の推薦を受けて、委員長が指名する者（課長職又は課長相当職位にある者に限る。）

及び次条第４項に規定する専門部会長の職にある者をもって充てる。 

３ 幹事会は、必要に応じて幹事以外の職員等に出席を求め、意見を聞くことができる。 

 （専門部会） 

第７条 基本構想及び基本計画の原案を作成するため、委員会に専門部会を置く。 

２ 専門部会は、委員長が指名する者をもって充てる。 

３ 専門部会の名称及び分担事務は、次のとおりとする。 

 (1) 総務部会 人権、市民活動、地域戦略、危機管理及び行財政に関すること。 

 (2) 文教福祉部会 健康福祉、子育て支援及び教育に関すること。 

 (3) 環境建設部会 環境経済、都市建設及び上下水道に関すること。 

(4) 国土利用計画部会 国土利用計画に関すること。 

４ 専門部会に、部会員の互選により、部会長及び副部会長を置く。 

５ 専門部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。 

６ 部会長が欠けた場合には、副部会長がその職務を代理する。 

７ 専門部会の最終とりまとめ及び専門部会間の調整を図る必要性が生じた時は、合同専門部会を開

くことができる。 

８ 合同専門部会の運営は、関係部会長が協議して行う。 

 （事務局） 

第８条 委員会、幹事会及び専門部会の事務局は、市民政策部元気創造政策課に置く。 

２ 委員、幹事、専門部会員及び事務局員の任期は、当該総合計画の策定事務の全てが終了するまで

とする。 

 （その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。 

 附 則 

この規程は、平成３０年４月４日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 



№ 例規名称 副市長が長を勤める委員会等名称又は役割 副市長が不在のときの職務代理者
1 栗東市行財政改革推進本部規程 栗東市行財政改革推進本部 教育長
2 栗東市外郭団体経営検討会議設置規程 栗東市外郭団体経営検討会議 あらかじめ座長の指定する委員（総務部長、市民政策部長、環境経済部長又は教育部長）

3 栗東市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程 セキュリティ統括責任者 総務部長
4 栗東市国税連携ネットワークシステムセキュリティ規程 セキュリティ統括責任者 総務部長
5 栗東市職員任用規則 栗東市職員採用選考委員会 あらかじめ委員長の指定する委員（教育長又は総務部長）
6 栗東市債権放棄審査会規程 栗東市債権放棄審査会 総務部長
7 栗東市建設工事契約審査委員会規程 栗東市建設工事契約審査委員会 市民政策部長
8 建設工事等指名停止基準 その他指名停止基準の実施に関し必要なことは副市長が定める。 なし
9 栗東市庁舎管理規則 庁舎管理責任者 市民政策部長

10 栗東市役所庁舎消防計画 庁舎の防火総括責任 市民政策部長
11 栗東市役所不当要求行為等対策要綱 栗東市役所不当要求行為等対策連絡会議 なし
12 栗東市認可保育事業設置・運営審査委員会要綱 栗東市認可保育事業設置・運営審査委員会 子ども・健康部長
13 栗東市地域型保育事業設置・運営審査委員会規程 栗東市地域型保育事業設置・運営審査委員会 子ども・健康部長
14 栗東市老人保健福祉施設審査委員会規程 栗東市老人保健福祉施設審査委員会 福祉部長
15 栗東市同和対策本部設置規則 栗東市同和対策本部 教育長
16 栗東市墓地等審査会設置規程 栗東市墓地等審査会 環境経済部長
17 栗東市地球温暖化対策推進本部設置要綱 栗東市地球温暖化対策推進本部 教育長
18 栗東市危機管理対策会議設置規程 栗東市危機管理対策会議 教育長
19 栗東市指定給水装置工事事業者審査委員会規程 栗東市指定給水装置工事事業者審査委員会 上下水道課所長
20 栗東市賞じゅつ金等審査委員会規則 栗東市賞じゅつ金等審査委員会 市民政策部長

資料　副市長不在時における職務代理者について




























































































































































